
成績優秀者表彰制度 

 
 

 

（平成１９年６月１日） 

 

１ 目的 

 

経済学部の学生の向学心を醸成するため，成績優秀者を表彰するとともにDean’s Listに該
当者の氏名を登載し，末永くその努力と名誉を讃える。 

なお，本制度は当分の間試行的に実施するものとする。 

 

２ 対象者等 

 

① 経済学部の２年次及び３年次の学生とする。 

② １学年当たりの表彰者数は，10名程度（学生定員の約５％に相当する人数）とする。 

③ １年次の学生に対しては北海道大学の「新渡戸賞」、４年次の学生に対しては経済学部

の「卒業論文報奨制度」，財団法人クラーク記念財団の「クラーク賞」等の成績優秀者に

対する同種の表彰制度があることから，１年次及び４年次の学生は本制度の対象者から

除外する。 

 

３  選考 

 

① ２年次に修得した成績が，GPAの上位者で，かつ，一定単位以上の学部専門科目を履

修した者のうちから，学部長が学生の模範となるような成績優秀者１０名を選考する。 

② ３年次に修得した成績が，GPAの上位者で，かつ，一定単位以上の学部専門科目を履

修した者のうちから，学部長が学生の模範となるような成績優秀者１０名を選考する。 

③ 留年者及び専門科目の成績に不可の評価がある者は除く。 

 

４ 表彰等 

   

① 毎年６月下旬に，学部長から表彰状を授与するとともに副賞として図書券（5,000円相

当）を贈呈する。 

② 成績優秀者名簿（Dean’s List）に，該当者の名前を登載するとともに経済学研究科・経
済学部のHPにDean’s Listを公表する。  

③ 表彰式に引き続き，学部長主催の懇親会を開催する。懇親会には，関係の教職員及び

学生のほか，経済学部の新渡戸賞受賞者も招待する。 

 

５ 事務 

 

  この制度に係る事務は，経済学研究科・経済学部事務部において処理する。 

 



 

６ 雑則 

 

  この制度の実施に関し必要な事項は，経済学部長が別に定める。 

 

７ 付記 

 

  この制度は、平成１９年度に経済学部の３年次以下の年次に在学する学生から適用する。 

以上 


